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職場での代表的な３つのハラスメントを理解し、 
具体的な「会話例」や「対処方法」を学ぶ 



ハラスメントを予防し、活力ある職場をつくるために 

■研修のねらい 
 

１・ハラスメント対策の重要性を 
理解し、早期発見と予防に努める 

 

２．ハラスメントにならない 

関わり方を理解する 

 〇自分自身が加害者とならない 

 〇自分自身が被害者とならない 

 〇しない、させない、見逃さない 

 

＜放置するリスク！＞ 

・職場の生産性の低下 

・裁判やニュースになると 

 企業の信用やブランド力が失墜 

 

■研修の特長 
 

１．講師はハラスメント相談窓口
を担当する現役カウンセラー 

 

２．相談窓口に寄せられる実際の
相談事例や、裁判事例などを盛り
込んだリアルな内容 

 

３．ハラスメントに抵触しない具
体的な「会話例」「対処方法」を
紹介 

 

４．講演形式も可能 

 

 



 ＜プログラム例＞ ２時間 
・研修のねらい 
・ハラスメントの怖さと組織の損害  
・法的責任 
・理解度チェック 
 
＜パワーハラスメント＞ 
・具体事例 
・パワハラに該当しないもの 
・パワハラが生じる背景 
・適切な指導、叱り方 
・承認すること 
 
＜セクシャルハラスメント＞ 
・対価型、環境型のセクハラ 
・均等法、育介法の改正 
・ＬＧＢＴとは 
・加害者にならないために 
 
＜マタニティハラスメント＞ 
・制度利用への嫌がらせ 
・状態への嫌がらせ 
・ハラスメントにならないケース 
 
・ハラスメントを防ぐコミュニケーション 
・批判の対象、非言語に注意して防止 
・被害者心理の理解 
・裁判事例  等 

研修内容（例） 



使用する資料の例 

ハラスメント理解度チェック 裁判事例資料 


